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［採 用 人 員］  企業誘致担当 １名程度 
(製造系企業等担当 1 名) 

 
［採用予定日］  令和 8 年４月１日（予定） 

※採用日は変更になる可能性があります 

 

[申込・書類締切] 令和 8 年１月２２日（木）17 時【必着】 

 ハローワークにて申込後、紹介状（ハローワーク）および選考申込書（HP か

らダウンロード）を締切期限迄にメールまたは郵送にて申込ください。 

 申込者多数の場合は、ハローワークの求人募集掲載を早めに 

締め切ることがあります

【お問い合せ先】 

佐賀県産業労働部 企業立地課 

         企業誘致専門員採用（製造系） 担当：小林 

［住所］ 〒840-8570 佐賀市城内 1-1-59 

      ［TEL］ 0952-25-7097（企業立地課）  

［FAX］ 0952-25-7384 

［E-mail］k-saiyou@pref.saga.lg.jp 

mailto:k-saiyou@pref.saga.lg.jp
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佐賀県では、県の発展を牽引し、若者をはじめとする県民が活躍できる多様で魅
力ある企業の誘致を推進しており、県内への企業誘致活動等を行う企業誘致専門
員を募集します。 
 

１．採用する職種・人員・職務内容等 

職種 採用人員 勤務地・職務内容等 

企業誘致専門員 

（企業誘致担当） 

【製造系】 

１名 

程度 

【勤務地】   

佐賀県企業立地課に勤務（佐賀市城内１－１－５９ 新館 9 階） 

【職務内容等】 

（１）製造系企業等の企業誘致業務 

 ・製造系企業等の誘致に向けた企業訪問（県内・県外への出

張あり）及び Web を活用した営業活動、物件や教育機関等の

現地視察の企画提案・案内、企業との接触状況に関する 

  企業訪問等報告書の作成（一月あたり 15 件程度） 

 ・県内の工場等用地、空き物件・ビル等の調査及び提案 

（２）企業情報の収集・分析業務 

 ・主に九州内の製造系企業等の企業情報（投資及び業界動向

など）の収集・分析及び取りまとめ 

（３）企業サポート、フォローアップ業務 

 ・誘致企業が立地するまでの支援（立地協定締結、操業開始

など）、既立地企業に対するフォローの実施 

（４）関係機関等とのネットワークの構築業務 

 ・金融機関やゼネコン等とのネットワーク構築 

（５）その他、企業立地を推進するための業務 

 ・その他、企業誘致に関する用務 

 ※公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、上記以外

の業務を命ずる可能性があります。 

 
２．応募資格 
【必須条件】  

 民間企業（法人営業等の業務）に従事した経歴がある方 

 パワーポイント・ワード・エクセルを用いて文書や資料作成ができる方 

 普通自動車運転免許を有し、県内外への出張に公用車を使用し用務できる方 

 【歓迎条件】  

 民間企業で法人営業経験 5 年程度以上有する方 

 【求める人物像】  

 協調性をもって関係者と円滑に業務を推進できる方 

 責任感と当事者意識を持ち、率先して行動できる方 
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ただし、次に該当する場合は応募できません。 

○地方公務員法第 16 条に該当する者 

・ 禁錮以上の刑に処され、その執行が終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

・ 佐賀県職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 

・ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結

成し、又はこれに加入した者 

３．採用時期 
採用日 

令和 8 年 4 月１日（採用日は変更になる可能性があります） 

 

４．待遇・報酬 
項目 内容 

身  分 佐賀県会計年度任用職員 

任  期 
令和 8 年 4 月１日～令和 9 年３月３１日 

（実績等を勘案し再度任用することがあります） 

勤務日数 月１６日勤務 

報  酬 

（月額）223,324～268,832 円 
※職務経験等の要素を考慮し決定します。 

※職員給与額の変動に応じて変動する場合があります。 

・期末・勤勉手当 月数 計  ４.６5 ヶ月分（令和８年 4 月 1 日時点） 

※ 在籍期間、人事評価結果等により変動します。 

通勤費は相当額が費用弁償されます。 

賞  与 制度あり 

そ の 他 

・加入保険： 地方職員共済組合（短期）、厚生年金保険、雇用保険、公災 

・業務に関する旅費は別途支給します。 

・在住地と勤務地間の通勤費相当額について、別に定める規定の範囲内で報酬額の

上乗せを行う場合があります。 

・通勤距離８ｋｍ以上の場合は駐車場利用可（有料）。それ以外は自己契約・自己負担。 

 

５．選考日時・場所 
選考 日時 選考方法 場所 

第１次選考 
1/２３（金） 

（予定） 
書類審査  

第２次選考 
1/３０（金） 

（予定） 
面接審査 

佐賀県庁 

※第１次選考通過者には別途お知らせします。 
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６．選考方法・内容 
選考 選考方法 内容 

第１次選考 書類審査 応募資格の有無、経歴等についての審査 

第２次選考 面接審査 

人的ネットワーク、意思疎通・対人対応力、情報収集・分析力、佐

賀県への企業誘致の活動に対する熱意など、簡単な模擬プレゼ

ンテーション等 

【プレゼン内容】 

これまでの業務経験を活かして、製造関連企業の業界動向と

佐賀県の特徴をもとに訪問企業を想定し、佐賀県に進出するメリ

ットをどのように紹介しますか。 

※第１次選考通過者には別途お知らせします。 

 

７．選考結果連絡 
選考 選考方法 内容 

第１次選考 書類審査終了後 応募者全員に文書で合否を通知します。 

※電話等でのお問い合わせには、お答えできませんので、 

ご了承願います。 第２次選考 面接審査終了後 

 

８．応募方法 
※ハローワークを経由して申込みを行ってください。 

（１）応募書類 

・佐賀県企業誘致専門員（企業誘致担当【製造系】）選考申込書 ＜様式あり＞ 

  ・紹介状（ハローワーク） 

 

（２）応募書類（選考申込書）の入手方法 

①インターネットからダウンロードする場合 

インターネットで「SAGA 立地ナビ」から選考申込書をダウンロードしてご使用ください。 

SAGA 立地ナビ：SAGA 立地ナビ https://www.saga-kigyorichi.jp/ 

 「新着情報／企業立地ﾄﾋﾟｯｸｽ」（HP 最下段右側)  ～ 「佐賀県企業誘致専門員を募集します【企

業誘致担当（製造業）】」 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.saga-kigyorichi.jp/
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②直接受け取る場合 

配布場所 住所 ＴＥＬ 

佐賀県企業立地課 佐賀市城内１－１－５９ 新館９階 0952-25-7097 

 

（３）提出方法 

①郵送または持参の場合 

提 出 先 
〒840-8570 佐賀市城内 1-1-59 （新館９階） 

佐賀県産業労働部 企業立地課 企業誘致専門員採用担当（小林） 

提出書類 佐賀県企業誘致専門員選考申込書 

特記事項 
※郵送、持参のいずれの場合も封筒の表に「企業誘致専門員選考申込書」と朱書

きしてください。 

 

②電子メールの場合 

アドレス 
E-mail: k-saiyou@pref.saga.lg.jp 

上記アドレスに選考申込書のファイルを添付の上、送信してください。 

件  名 ※必ず「企業誘致専門員選考申込み」と記載してください。 

特記事項 

※予期せぬ機器停止や通信障害などによるシステムトラブルの責任は一切負いま

せんので、予めご了承ください。 

※送付資料の最大容量は 5MB 以内となります。 

 
 
９．注意事項 

・ 提出された選考申込書に記載された個人情報は、本選考にかかる目的にのみ使用し、それ以外

の用途では一切使用しません。また、提出書類は、返却致しませんのでご了承ください。 

・ 令和 8 年２月議会において予算が成立されない場合は、雇入れを行いません。 

・ 応募者多数の場合は早めに募集を締め切る場合があります。 

 

mailto:k-saiyou@pref.saga.lg.jp

